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貸 借 対 照 表 

（令和４年３月31日現在） 

（単位：千円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 

（資産の部）   （負債の部）   

流 動 資 産 2,549,320 流 動 負 債 2,355,550 

現 金 及 び 預 金 842,389 買 掛 金 18,262 

売 掛 金 446,310 短 期 借 入 金 1,434,695 

貯 蔵 品  1,170 1 年以内返済予定長期借入金 352,735 

立 替 金 676 １ 年 以 内 償 還 予 定 社 債 70,000 

前 払 費 用 81,890 未 払 金 204,979 

未 収 収 益 3,265 未 払 費 用 65,399 

未 収 入 金 1,173,578 未 払 法 人 税 等 14,859 

未 収 還 付 法 人 税 等 39 未 払 消 費 税 等 620 

固 定 資 産 1,244,857 前 受 収 益 3,637 

有 形 固 定 資 産 433,111 預 り 金 52,729 

建 物 143,100 賞 与 引 当 金 137,632 

建 物 附 属 設 備 534,520 固 定 負 債 941,486 

構 築 物 7,146 社 債 120,000 

工 具 器 具 備 品 13,437 長 期 借 入 金 669,923 

建 設 仮 勘 定 7,810 退 職 給 付 引 当 金 17,613 

減 価 償 却 累 計 額 △272,903 グ ル ー プ 借 入 金 90,000 

無 形 固 定 資 産 4,693 長 期 前 受 収 益 43,950 

営 業 権 254 負 債 合 計 3,297,036 

ソ フ ト ウ ェ ア 4,439 （純資産の部） 

株 主 資 本 

資 本 金 

利 益 余 剰 金 

そ の 他 利 益 剰 余 金 

 

投資その他の資産 807,052 497,140 

関 係 会 社 株 式 1,000 90,630 

406,510 

 406,510 

出 資 金 420 

グ ル ー プ 貸 付 金 120,000 

敷 金 144,050 繰 越 利 益 剰 余 金 406,510 

繰 延 消 費 税 額 等 248,144   

長 期 前 払 費 用  42,546    

保 険 積 立 金 21,188    

繰 延 税 金 資 産  229,701 純 資 産 合 計 497,140 

資 産 合 計 3,794,177 負 債 及 び 純 資 産 合 計 3,794,177 
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個 別 注 記 表 

令和３年４月１日から 

令和４年３月31日まで 

 

１． 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

1-1．資産の評価基準及び評価方法 

 有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式及び関連会社 ·········· 株式移動平均法による原価法 

 

1-2．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

定率法を採用しております。ただし、建物及び平成 28 年４月１日以降に取得した建物附属

設備及び構築物については、定額法を採用しております。 

   無形固定資産 

     定額法を採用しております。 

 

1-3．引当金の計上基準 

   (1) 賞与引当金 

     従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。 

   (2) 退職給付引当金 

     従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計

上しております。 

     数理計算上の差異は、発生時の事業年度に一括して費用処理することとしております。 

 

1-4.重要な収益及び費用の計上基準 

当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日）及び 

「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年３月 

26 日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております｡ 

 

1-5．その他計算書類作成のための重要な事項 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

２． 会計方針の変更 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認

識会計基準」という。）等を当連事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支

配が顧客に移転した時点で、当該 財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収

益を認識することとしております。利益剰余金の当期首残高と、当事業年度の損益に与え

る影響はありません。なお、「契約資産」に該当する資産はありません。  

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

 「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算

定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び

「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44－２項に定

める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわ

たって適用することとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。 
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３． 株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度の末日における発行済株式の数  

普通株式 9,063,000 株 

 

 

４．当期純利益    43,816 千円 
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